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令和 4 年 10 月 21 日 

株式会社三機サービス 

 
 

 



 

令和 4 年 10 月 21 日 

 

株式交換に係る事前開示事項 
 

兵庫県姫路市阿保甲 576 番地 1 

株式会社三機サービス 

代表取締役社長 北越 達男 

 

当社は、株式会社兵庫機工（以下、「兵庫機工」といいます。）との間で締結した 2022

年 10 月 21 日付株式交換契約（以下、「本株式交換契約」といいます。）に基づき、2022

年 12 月 1 日を効力発生日として、当社を株式交換完全親会社、兵庫機工を株式交換完

全子会社とする株式交換（以下、「本株式交換」といいます。）を実施いたします。本株

式交換に関する会社法第 794 条第 1 項及び会社法施行規則第 193 条に定める当社の事

前開示事項は、以下のとおりです。 

 

１． 株式交換契約の内容（会社法第 794 条第 1 項） 

別紙 1 をご参照ください。 

 

２． 会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定めの相当性に

関する事項（会社法施行規則第 193 条第 1 号） 

別紙 2 をご参照ください。 
 

３． 会社法第 768 条第 1 項第 4 号及び第 5 号に掲げる本株式交換にかかる新株予約権

についての定めの相当性に関する事項（会社法施行規則第 193 条第 2 号） 

該当事項はございません。 

 

４． 株式交換完全子会社についての事項 

（１） 最終事業年度に係る計算書類等の内容（会社法施行規則第 193 条第 3 号イ） 

別紙 3 をご参照ください。 

 

（２） 最終事業年度の末日後の日を臨時決済日とする臨時計算書類等の内容（会社法

施行規則第 193 条第 3 号ロ） 

該当事項はございません。 

 

（３） 最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の



会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193 条第

3 号ハ） 

該当事項はございません。 

 

５． 株式交換完全親会社についての事項 

最終事業年度の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会

社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容（会社法施行規則第 193 条第 4 号

イ） 

該当事項はございません。 

 

６． 会社法第 799 条 1 項の規定により本株式交換について異議を述べることができる

債権者があるときは、本株式交換が効力を生じる日以後における株式交換完全親

会社の債務の履行の見込みに関する事項（会社法施行規則第 193 条第 5 号） 

会社法第 799 条第 1 項の規定により本株式交換について異議を述べることができ

る債権者はおりません。 

 

以 上 



別紙 1：株式交換契約書（写） 

株 式 交 換 契 約 書 

 

 株式会社三機サービス（以下「甲」という。）及び株式会社兵庫機工（以下「乙」という。）

は、以下のとおり、2022 年 10 月 21 日（以下「本契約締結日」という。）付で、株式交換契

約（以下「本契約」という。）を締結する。 

 

第 1条（株式交換） 

 甲及び乙は、本契約に定めるところに従い、甲を株式交換完全親会社とし、乙を株式交

換完全子会社とする株式交換（以下「本株式交換」という。）を行い、甲は、本株式交換に

より、乙の発行済株式の全部を取得する。 

 

第 2条（当事会社の商号及び住所） 

 甲及び乙の商号及び住所は以下のとおりである。 

 甲 商号：株式会社三機サービス 

 住所：兵庫県姫路市阿保甲 576 番地 1 

 乙 商号：株式会社兵庫機工 

 住所：兵庫県姫路市飾東町豊国字仲田 790 

 

第 3条（本株式交換に際して交付する株式及びその割当て） 

1. 甲は、本株式交換に際して、本株式交換により甲が乙の発行済株式の全部を取得する

時点の直前時（以下「基準時」という。）における乙の株主（以下「本割当対象株主」

という。）に対して、その保有する乙の普通株式に代わり、その保有する乙の普通株式

の数の合計数に 25.6 を乗じて得た数の甲の普通株式を交付する。 

2. 甲は、本株式交換に際して、本割当対象株主に対して、その保有する乙の普通株式 1

株につき、甲の普通株式 25.6 株の割合をもって割り当てる。 

3. 前二項の規定に従って本割当対象株主に対して割り当てるべき甲の普通株式の数に 1

に満たない端数がある場合には、甲は、会社法第 234 条その他の関係法令の規定に従

って処理する。 

 

第 4条（資本金及び準備金の額） 

 本株式交換により増加する甲の資本金及び準備金の額は、会社計算規則第 39条の規定に

従い甲が別途適当に定める金額とする。 

 



第 5条（本株式交換の効力発生日） 

 本株式交換がその効力を生ずる日（以下「効力発生日」という。）は、2022 年 12 月 1 日

とする。ただし、本株式交換の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合には、

甲及び乙は、協議し合意の上、効力発生日を変更することができる。 

 

第 6条（株式交換契約の承認） 

1. 甲は、会社法第 796 条第 2 項本文の規定により、本契約につき会社法第 795 条第 1 項

に定める株主総会の決議による承認を受けることなく本株式交換を行う。ただし、会

社法第 796 条第 3 項の規定により、本契約につき株主総会の決議による承認が必要と

なった場合には、甲は、効力発生日の前日までに、本契約につき株主総会の決議によ

る承認を求める。 

2. 乙は、効力発生日の前日までに、本契約につき会社法第 783 条第 1 項に定める株主総

会の決議による承認を求める。 

 

第 7条（前提条件） 

甲は、乙が、効力発生日の前日までに、乙の定款を変更し、株券不発行会社へ移行して

いることを条件として、第 3条第 1項及び第 2項に定める義務を履行する。 

 

第 8条（自己株式の消却） 

 乙は、効力発生日の前日までに開催される乙の取締役会の決議により、基準時において

乙が保有する自己株式（本株式交換に際して行使される会社法第 785 条第 1 項に基づく反

対株主の株式買取請求により乙が取得する自己株式を含む。）の全部を、基準時において消

却する。 

 

第 9条（会社財産の管理） 

 甲及び乙は、本契約締結日から効力発生日の前日までの間、それぞれ善良なる管理者の

注意をもって自己の業務の執行並びに財産の管理及び運営を行い、その財産又は権利義務

について重大な影響を及ぼすおそれのある行為を行おうとする場合には、事前に相手方と

協議し合意の上、これを行う。 

 

第 10 条（本契約の解除） 

 本契約締結日から効力発生日の前日までの間に、甲又は乙の財産状態又は経営状態に重

大な変動が生じた場合、本株式交換の実行に重大な支障となる事態が生じ又は明らかとな

った場合その他本契約の目的の達成が困難となった場合には、甲及び乙は、協議し合意の

上、本株式交換の条件その他本契約の内容を変更し、又は本契約を解除することができる。 

 



第 11 条（本契約の効力） 

 本契約は、次の各号のいずれかに該当する場合にはその効力を失う。 

(1) 第 6 条第 1 項ただし書の規定による甲の株主総会の決議による承認が必要となっ

た場合において、効力発生日の前日までに、本契約につき甲の株主総会の決議に

よる承認が得られなかったとき 

(2) 効力発生日の前日までに、本契約につき第 6 条第 2 項に定める乙の株主総会の決

議による承認が得られなかった場合 

(3) 本株式交換に関し、法令に基づき効力発生日までに必要な関係官庁等からの許可、

承認等の取得、又は関係官庁等に対する届出等が完了しなかった場合 

(4) 第 7 条各号に定める条件が充足されなかった場合 

(5) 前条に基づき本契約が解除された場合 

 

第 12 条（裁判管轄） 

 本契約に関連する甲乙間の一切の紛争は、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とする。 

 

第 13 条（誠実協議） 

 本契約に定めのない事項又は本契約の解釈に関する事項につき疑義が生じた場合は、甲

及び乙は、相互に誠実に協議して解決に努める。 

 

以上の合意を証するため、本契約書の正本 2 通を作成し、甲及び乙は、それぞれ記名押印

の上、各 1通を保有する。 

 

2022 年 10 月 21 日 

 

甲： 兵庫県姫路市阿保甲 576番地 1 

 株式会社三機サービス 

 代表取締役社長  北越 達男 

 

 

 

乙： 兵庫県姫路市飾東町豊国字仲田 790 

株式会社兵庫機工 

 代表取締役    中田 一男 

 



別紙 2：会社法第 768 条第 1 項第 2 号及び第 3 号に掲げる事項についての定め

の相当性に関する事項 
 

1. 株式交換に際して交付する株式の数又はその数の算定方法及びその割当ての相当

性に関する事項 

 

（１） 本株式交換に係る割当ての内容 

 

 当社 

（株式交換完全親会社） 

兵庫機工 

（株式交換完全子会社） 

本株式交換に係る割当て比率 1 25.6 

本株式交換により交付する 

株式数 
当社普通株式：640,000 株（予定） 

 

（注１） 株式の割当て比率 

当社は、兵庫機工の普通株式１株に対して、当社の普通株式 25.6 株を

割当て交付いたします。 

 

（注２） 本株式交換により交付する当社の株式数 

当社は、本株式交換に際して、本株式交換により当社が兵庫機工の発行

済株式の全部を取得する時点の直前時（以下、「基準時」といいます。）に

おける兵庫機工の株主の皆様に対して、その所有する兵庫機工株式の株式

数の合計に本株式交換比率を乗じた数の当社株式を割当交付する予定で

す。なお、兵庫機工は、本株式交換の効力発生日の前日までに開催する取

締役会の決議により、基準時において保有する自己株式（本株式交換に関

する会社法第785条第1項に基づく反対株主の買取請求に応じて取得する

株式を含む）の全部を、基準時までに消却する予定です。本株式交換によ

り交付する株式数は、兵庫機工の自己株式の取得、消却等の理由により、

今後修正される可能性があります。 

 

（注３） 効力発生日時点において兵庫機工が有する当社の株式 

会社法 135 条第 3 項の規定に基づき、効力発生日時点において兵庫機工

が有する当社の株式は、本株式交換後、相当の時期に処分する予定です。 

 



（注４） 単元未満株式の取り扱い 

本株式交換に伴い、当社の単元未満株式（100 株未満）を保有すること

となる兵庫機工の株主の皆様については、当社に関する以下の制度をご利

用いただくことができます。なお、金融商品取引所市場において単元未満

株式を売却することはできません。 

・単元未満株式の買取請求制度（100 株未満株式の売却） 

会社法第 192 条第１項の規定に基づき、当社の単元未満株式を保有する

株主の皆様が、その保有する単元未満株式を買い取ることを当社に対して

請求することができる制度です。 

 

 

（注５） 1 株に満たない端数の処理 

本株式交換に伴い、当社の普通株式 1 株に満たない端数の割当てを受け

ることとなる兵庫機工の株主の皆様については、会社法第 234 条その他の

関連法令の定めに従い、その端数の合計数（その合計数に 1 に満たない端

数がある場合は切り捨てるものとします）に相当する当社の株式を売却し、

かかる売却代金をその端数に応じて当該株主の皆様に現金でお支払いい

たします。 

 

（２） 本株式交換に係る割当ての内容の根拠及び理由 

当社は、本株式交換に係る割当比率（以下、「本株式交換比率」といいます。）

の算定にあたり、その公平性・妥当性を確保するため、第三者算定機関として株

式会社 AGS コンサルティング（以下、「AGS コンサルティング」といいます。）

に兵庫機工及び当社の株式価値、並びに、株式交換比率の算定を依頼しました。 

当社は、AGS コンサルティングから提出を受けた兵庫機工及び当社の株式価

値算定結果、並びに、株式交換比率の算定結果を踏まえて慎重に検討し、両社の

財務状況、業績動向等の要因を総合的に勘案した上で、兵庫機工との間で真摯に

協議・交渉を行い、最終的に本株式交換比率が AGS コンサルティングが算定し

た株式交換比率のレンジ内であり、それぞれの株主の利益を損ねるものではなく

妥当であるとの判断に至ったため、本株式交換比率により本株式交換を行うこと

につき、本日開催された当社の取締役会決議及び 2022 年 10 月 13 日に開催され

た兵庫機工の取締役会決議に基づき、両社間で本株式交換契約を締結することと

いたしました。 

なお、本株式交換比率は、算定の前提となる諸条件について重大な変更が生じ

た場合、当社と兵庫機工との間での協議により変更されることがあります。 

 



（３） 算定に関する事項 

AGS コンサルティングは、当社が東京証券取引所スタンダード市場に上場し

ており、市場株価が存在することから、兵庫機工の普通株式の対価として交付す

る当社の株式価値については、市場株価法を採用して算定しております。具体的

には、2022 年 10 月 20 日を算定基準日とし、算定基準日の株価終値、並びに、

算定基準日から遡る 1 か月間、3 か月間及び 6 か月間の取引日における終値平均

値に基づき算定しております。算定された当社の普通株式の 1 株当たりの価値の

評価レンジは以下のとおりであります。 
 

採用した算定手法 
株式交換比率算定の基礎となる1株当たりの価値の評価レ

ンジ 

市場株価法 889 円～1,011 円 

 

これに対して、兵庫機工は非上場会社であるため、兵庫機工の普通株式の株式

価値については、市場株価法は採用できず、その株式価値の源泉は将来の収益獲

得能力にあることから、将来の事業活動の状況に基づく収益獲得能力を評価に反

映させるためにディスカウンテッド・キャッシュフロー法（以下、「DCF 法」と

いいます。）を採用するとともに、比較可能な上場類似会社が複数存在し、類似

会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法を用いて

株式価値の算定をしております。なお、算定の前提とした兵庫機工の事業計画に

ついては、対前事業年度比較において大幅な増減益や資産、負債の金額が直近の

決算書と比べて大きく異なることなどを見込んでいる事業年度はございません。 

算定された兵庫機工の普通株式の 1 株当たりの価額の評価レンジは以下のと

おりであります。 

 

採用した算定手法 
株式交換比率算定の基礎となる 1 株当たりの価値の評

価レンジ 

DCF 法 22,238 円～30,781 円 

類似会社比較法 20,760 円～28,102 円 

 

上記算定手法による当社の普通株式１株当たりの株式価値を１とした場合の

株式交換比率の評価レンジは、以下の通りとなります。 
 



採用した算定手法 
株式交換比率の算定結果 

（株式交換比率の評価レンジ） 
当社 兵庫機工 

市場株価法 
DCF法 22.00～34.63 

類似会社比較法 20.53～31.62 

 

なお、AGS コンサルティングは、株式交換比率の算定に際して、両社から提供を

受けた情報、ヒアリングにより聴取した情報、一般に公開された情報等を原則とし

てそのまま使用しております。 

 

（４） 公正性を担保するための措置 

当社は、本株式交換の公正性・妥当性を担保するための措置として、当社及び

兵庫機工から独立した第三者算定機関である AGS コンサルティングに、兵庫機

工及び当社の株式価値、並びに、株式交換比率の算定を依頼し、その算定結果を

踏まえて、兵庫機工との間で真摯に協議・交渉を行い、本株式交換を行うことに

ついて、取締役会において決議いたしました。なお、当社は、第三者算定機関よ

り、本株式交換比率がそれぞれの株主にとって財務的見地より妥当又は公正であ

る旨の意見書（いわゆる「フェアネス・オピニオン」）は取得しておりません。 

また、本株式交換に関する当社のリーガル・アドバイザーとして、弁護士法人

北浜法律事務所東京事務所（以下、「北浜法律事務所」といいます。）を選任し、

法的な観点から諸手続き及び対応等について助言を受けております。なお、北浜

法律事務所は当社及び兵庫機工の関連当事者には該当せず、本株式交換において

記載すべき重要な利害関係を有しておりません。 

 

（５） 利益相反を回避するための措置 

当社の代表取締役会長である中島義兼及びその近親者が兵庫機工の株式の過

半数を所有しており、当社と利益相反構造が存在することから、当社は、本株式

交換に関し、利益相反を回避するための措置として、本日開催の当社取締役会で

は、当社の取締役のうち、中島義兼を除く当社の全ての取締役の全員一致で、本

株式交換に関する決議を行いました。また、上記の取締役会には、当社の全ての

監査役が参加し、いずれも上記決議に異議がない旨の意見を述べております。 

なお、中島義兼は、本株式交換に関し利害が相反するため、当社の取締役会に

おける本株式交換に関する審議及び決議に参加しておらず、当社の立場において

本株式交換に関する兵庫機工との協議・交渉に参加しておりません。 

また、兵庫機工の取締役である中島悠希氏は、当社の代表取締役会長であり兵



庫機工の筆頭株主でもある中島義兼と親族関係にあるとともに、自らも兵庫機工

の株式を保有していることから、手続の公正性を担保するため、利益相反回避の

観点から、兵庫機工は、本株式交換に関し、2022 年 10 月 13 日開催の兵庫機工

取締役会では、兵庫機工の取締役のうち、中島悠希氏を除く兵庫機工の全ての取

締役の全員一致で、本株式交換に関する決議を行いました。また、上記の取締役

会には、兵庫機工の全ての監査役が参加し、いずれも上記決議に異議がない旨の

意見を述べております。 

なお、中島悠希氏は、上記理由により、兵庫機工の取締役会における本株式交

換に関する審議及び決議に参加しておらず、兵庫機工の立場において本株式交換

に関する当社との協議・交渉に参加しておりません。 

 

2. 株式交換完全親会社の資本金及び準備金の額の相当性に関する事項 

 

本株式交換により、当社の資本金は変動しません。また、増加する当社の準備金の額

は、会社計算規則第 39 条の規定に従い当社が別途適当に定める金額とします。 

上記の資本金及び準備金の額は、法令、及び当社の財務状況、資本政策その他の諸事

情に鑑み、相当であると判断しております。 



別紙 3：計算書類  
次頁以降をご参照ください。 
















